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子
ど
も
文
字
遊
び
教
室

▼
内
容
＝
紙
芝
居
「
蟲む
し

を
の
み
込
ん

だ
お
ば
あ
さ
ん
」

▼
講
師
＝
伊い

東と
う

信の
ぶ

夫お

先
生
（
白
川
文

字
学
研
究
家
）

▼
日
時
＝
４
月
19
日
（
土
）
午
前
10

時
〜
正
午

▼
場
所
＝
グ
リ
ー
ン
ス
ポ
ー
ツ

セ
ン
タ
ー
（
取
手
市
野
々
井

１
２
９
９
）

▼
参
加
費
＝
５
０
０
円

　
　
　

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
次
世
代
教
育
セ

ン
タ
ー

☎
０
２
９
７
‐
78
‐
１
３
６
２

◇◆市役所代表番号◆◇
　　☎ 58 - 2111（伊奈庁舎・谷和原庁舎共通）
　※旧谷和原村役場の番号（☎ 52 - 3141）にかけてもつながりますが、
　　谷和原庁舎への直通電話ではありません。（最初に伊奈庁舎の電話　
　　交換室につながり、その後各課に転送されます。）　

申
問ご

参
加
く
だ
さ
い

ご
参
加
く
だ
さ
い

不
動
産
鑑
定
士
に
よ
る

不
動
産
無
料
相
談
会

　

不
動
産
鑑
定
士
が
、
不
動
産
の
価

格
な
ど
の
相
談
に
無
料
で
お
答
え
し

ま
す
。

▼
日
時

・【
土
浦
会
場
】
平
成
20
年
4
月
1

日
（
火
）
午
前
9
時
30
分
〜

・【
牛
久
会
場
】
平
成
20
年
4
月
10

日
（
木
）
午
前
9
時
30
分
〜

▼
会
場

・【
土
浦
会
場
】
土
浦
市
大
和
町

9
‐
1　

ウ
ラ
ラ
ビ
ル　

5
階　

茨
城
県
県
南
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー

　

小
講
座
室
1

・【
牛
久
会
場
】
牛
久
市
柏
田
１
６

０
６
‐
1　

牛
久
市
中
央
生
涯
学

習
セ
ン
タ
ー　

2
階　

小
講
座
室

 　

㈳
茨
城
県
不
動
産
鑑
定
士
協
会

☎
０
２
９
‐
２
４
６
‐
１
２
２
２

問交
通
事
故
被
害
者
の

た
め
に

　
「
も
し
、
交
通
事
故
の
被
害
者
に

な
っ
た
ら
・
・
・
・
」

　

現
在
、
交
通
事
故
に
よ
る
死
傷
者

数
は
年
間
で
１
１
０
万
人
に
の
ぼ

り
、
交
通
事
故
を
め
ぐ
る
現
状
は
依

然
と
し
て
深
刻
な
も
の
と
な
っ
て
い

ま
す
。

　

交
通
事
故
は
誰
に
と
っ
て
も
突
然

で
、
ど
う
し
た
ら
よ
い
の
か
と
ま
ど

う
こ
と
ば
か
り
で
す
。

　

こ
れ
ら
の
方
々
の
た
め
に
「
自
動

車
保
険
請
求
相
談
セ
ン
タ
ー
」
を
設

置
し
、
自
動
車
損
害
賠
償
責
任
保
険

な
ら
び
に
任
意
自
動
車
保
険
の
請
求

に
つ
い
て
、
無
料
で
左
記
相
談
セ
ン

タ
ー
に
て
ご
相
談
を
お
受
け
し
て
い

ま
す
。

 　
関
東
支
部　

水
戸
自
動
車
保
険
請

求
相
談
セ
ン
タ
ー

〒
３
１
０
‐
０
０
１
１

水
戸
市
三
の
丸
１
‐
４
‐
73　

水
戸

三
井
ビ
ル
10
階

☎
０
２
９
‐
２
２
６
‐
１
６
９
３

問

お
知
ら
せ
し
ま
す

お
知
ら
せ
し
ま
す

固
定
資
産
税
の

縦
覧
制
度
に
つ
い
て

　

固
定
資
産
税
の
情
報
開
示
制
度
に

よ
り
、
納
税
者
の
皆
さ
ん
が
他
の
土

地
や
家
屋
の
価
格
と
の
比
較
が
で
き

ま
す
。

○
つ
く
ば
み
ら
い
市
の
納
税
者
で

あ
れ
ば
「
土
地
家
屋
価
格
等
縦
覧

帳
簿
（
所
在
・
地
目
・
種
類
・
面

積
・
評
価
額
な
ど
が
わ
か
る
も

の
。
所
有
者
名
の
記
載
は
あ
り
ま

せ
ん
。）」
に
よ
り
他
の
物
件
を
縦

覧
で
き
ま
す
。

○
自
己
の
資
産
に
つ
い
て
は
、
こ
れ

ま
で
ど
お
り
名
寄
帳
の
閲
覧
が
で

き
ま
す
。

○
借
地
人
、
借
家
人
な
ど
も
対
象
と

な
る
物
件
の
閲
覧
や
証
明
を
請
求

で
き
ま
す
。

※
縦
覧
・
閲
覧
を
申
請
す
る
場
合
は
、

納
税
者
や
借
地
、
借
家
人
で
あ
る

こ
と
を
証
明
で
き
る
も
の
を
用
意

し
て
く
だ
さ
い
。（
代
理
人
の
場
合

は
委
任
状
が
必
要
）

▼
縦
覧
期
間
＝
4
月
1
日
㈫
〜
4
月

30
日
㈬

　
　

た
だ
し
、
平
日
午
前
8
時
30
分

〜
午
後
5
時
15
分
ま
で

▼
縦
覧
場
所
＝
伊
奈
庁
舎
税
務
課

　

  
伊
奈
庁
舎
税
務
課

☎
58
‐
２
１
１
１

（
内
線
１
１
３
５
〜
７
）

問

農
業
委
員
会

各
種
申
請
受
付
期
間

　

４
月
の
各
種
申
請
の
受
付
期
間
は

次
の
と
お
り
で
す
。

▼
受
付
期
間
＝
４
月
10
日
㈭
〜
14
日

㈪

　

平
日
午
前
8
時
30
分
〜
午
後
5
時

15
分
ま
で

　

  

谷
和
原
庁
舎
農
業
委
員
会
事
務
局

☎
58
‐
２
１
１
１
（
内
線
８
１
２
０

〜
８
１
２
２
）

問


